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企
業
管
理
規
程

■群
馬
県
企
業
局
電
気
事
業
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
企
業
管
理
者

関

勤

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号

群
馬
県
企
業
局
電
気
事
業
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
企
業
局
電
気
事
業
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
法
定
事
業
者
検
査
」
の
下
に
「
及
び
使
用
前
自
己
確
認
」
を
加
え
、
「
・
第
二
十
一

条
」
を
「
―
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
六
号
中
「
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
使
用
前
自
己
確
認
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
風
力
発
電
設
備
」
を
「
太
陽
電
池
発
電
設
備
」
に
改
め
、
「
、
太
陽
電
池

発
電
設
備
に
つ
い
て
は
別
表
第
五
」
を
削
る
。

第
七
章
の
章
名
及
び
第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
法
定
事
業
者
検
査
」
の
下
に
「
及
び
使
用
前
自
己

確
認
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
法
定
事
業
者
検
査
」
の
下
に
「
及
び
使
用
前
自
己
確
認
」
を
加

え
、
「
監
督
」
を
「
保
安
監
督
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
群
馬
県
は
法
定
事
業
者
検
査
に
関
す

る
こ
と
に
お
い
て
、
主
任
技
術
者
の
保
安
監
督
の
も
と
に
実
施
し
、
そ
の
」
を
「
前
項
の
法
定
事
業

者
検
査
に
お
い
て
は
、
当
該
電
気
工
作
物
の
」
に
改
め
、
「
及
び
」
の
下
に
「
当
該
電
気
工
作
物

が
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
使
用
前
自
己
確
認
に
お
い
て
は
、
当
該
電
気
工
作
物
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
使
用
前
自
己
確
認
の
結
果
の
記
録
）

第
二
十
二
条

使
用
前
自
己
確
認
に
関
す
る
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
録
し
て
お
く

も
の
と
す
る
。

一

使
用
前
自
己
確
認
を
行
つ
た
年
月
日

二

使
用
前
自
己
確
認
の
対
象

三

使
用
前
自
己
確
認
の
方
法

四

使
用
前
自
己
確
認
の
結
果

五

使
用
前
自
己
確
認
を
実
施
し
た
者
及
び
主
任
技
術
者
の
氏
名

六

使
用
前
自
己
確
認
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

七

当
該
電
気
工
作
物
の
種
類
に
応
じ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
添
付
書
類

２

前
項
の
記
録
は
、
五
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
使
用
前
自
己
確
認
に
係
る
電
気

工
作
物
を
廃
止
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

「

電
源
開
発
室

群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ

（ン
セ
ン
タ

太
陽
光

ー

「

発
電
所
の
発
電
設
備

電
源
開
発
室

風

別
表
第
一
中

を

に
改
め
、
「、

の
工
事
の
計
画
及
び

」

）

実
施

群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
太
陽
光
発
電
所

ー

」

」
及
び
「

」
を
削
り
、

力
発
電
所

吉
岡
風
力
発
電
所

、

「

鬼
石
発
電
所

「

東
京
電
力
㈱
か
ら

を
高
圧

を

に
、
「

」

「

鬼
石
発
電
所

」

吉
岡
風
力
発
電
所

」

」
に
改
め
、
「

」
を
削
る
。

で
高
圧
の

別
表
第
四
を
削
り
、
別
表
第
五
を
別
表
第
四
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
企
業
管
理
者

関

勤

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号

群
馬
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
企
業
管
理
者
印
の
項
中

「

直
径
二
十
一
ミ

金
融
機
関
専

リ
メ
ー
ト
ル
丸

財
務
課

を

用

形

」

群 馬 県

企業管理者印

財 務 課

金融機関専用
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「

直
径
二
十
一
ミ

金
融
機
関
専

リ
メ
ー
ト
ル
丸

財
務
課

用

形

に
改
め
る
。

方
二
十
七
ミ
リ

何
工
業
用
水

登
記
事
務
用

メ
ー
ト
ル

道
事
務
所

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
企
業
管
理
者

関

勤

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号

群
馬
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
五
十
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
一
号
中
「
自
動
車
駐
車
場
事
業
、
」
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
項
の
表
群
馬
県
坂
東
発
電
事
務
所
の
項
中
「
、
吉
岡
風
力
発
電
所
」
を
削
る
。

第
十
一
条
の
三
第
二
十
三
号
中
「
吾
妻
発
電
事
務
所
」
の
下
に
「
以
外
の
発
電
事
務
所
に
あ
っ
て

は
、
不
動
産
の
無
償
借
入
れ
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
企
業
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

何工業用水道事

務所登記専用

群 馬 県

企業管理者印

財 務 課

金融機関専用

群 馬 県

企 業 管

理 者 印

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
企
業
管
理
者

関

勤

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
四
号

群
馬
県
企
業
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程

群
馬
県
企
業
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
群

馬
県
電
気
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
）

第
十
一
条

所
属
長
は
、
年
次
有
給
休
暇
が
十
日
以
上
与
え
ら
れ
た
職
員
に
対
し
て
は
、
年
次
有
給

休
暇
を
与
え
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
当
該
職
員
の
有
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
五
日

に
つ
い
て
、
当
該
職
員
の
意
見
を
聴
取
し
、
そ
の
意
見
を
尊
重
し
た
上
で
、
あ
ら
か
じ
め
時
季
を

定
め
て
取
得
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
年
次
有
給
休
暇
を
自
ら
請
求
し
、
取

得
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
得
し
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
（
当
該
日
数
が
五
日
を
超
え

る
場
合
に
は
、
五
日
と
す
る
。
）
分
に
つ
い
て
は
、
時
季
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
取
得
さ
せ
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
企
業
管
理
者

関

勤

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
中
「
別
表
第
五
に
掲
げ
る
支
給
地
域
」
を
「
群
馬
県
」
に
、
「
、
同
表
上
欄
に
掲
げ

る
支
給
地
域
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
手
当
の
級
地
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各

号
に
定
め
る
割
合
」
を
「
百
分
の
二
・
五
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
別
表

第
六
」
を
「
別
表
第
五
」
に
、
「
別
表
第
七
」
を
「
別
表
第
六
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
備
考

第
一
号
中
「
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第
五
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第

五
」
に
、
「
別
表
第
七
」
を
「
別
表
第
六
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
、
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
二
十
二
・
五
、
十
二
月

に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
三
十
七
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
」
を
「
百
分
の
百
三
十
」

に
、
「
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
二
・
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い

て
は
百
分
の
百
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
）
」
に
、
「
額
）
」
を
「
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
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項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
七
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」

と
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
九
十
五
」
を
「
百
分
の
九
十
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百

十
五
」
を
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
四
十
七
・
五
」
を
「
百
分

の
四
十
五
」
に
、
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
五
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
別
表
第
八
」
を
「
別
表
第
七
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
別
表
第
五
に
掲
げ
る
支
給
地
域
」
を
「
群
馬
県
内
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
を
削
り
、
別
表
第
六
を
別
表
第
五
と
し
、
別
表
第
七
を
別
表
第
六
と
し
、
別
表
第
八
を

別
表
第
七
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
自
動
車
駐
車
場
条
例
施
行
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
企
業
管
理
者

関

勤

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
六
号

群
馬
県
自
動
車
駐
車
場
条
例
施
行
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

群
馬
県
自
動
車
駐
車
場
条
例
施
行
規
程
（
平
成
十
三
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
は
、
廃

止
す
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
企
業
管
理
者

関

勤

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
七
号

群
馬
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第
五
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
五
号
と
す
る
。

第
五
十
五
条
第
二
項
中
「
債
権
管
理
簿
」
を
「
未
調
定
債
権
管
理
簿
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
別
表
第
七
」
を
「
別
表
第
六
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
八
条
中
「
高
率
的
運
用
」
を
「
効
率
的
運
用
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
三
条
第
三
項
第
一
号
中
「
、
風
力
発
電
」
を
削
る
。

風
力

／
風
力

風

別
表
第
一
の
１
の
表
中
「

」
及
び
「

」
を
削
り
、
別
表
第
一
の
２
の
表
中
「

、
、

」
を
削
り
、
別
表
第
一
の
３
の
表
中

力

「

特
別
修
繕

同
上

引
当
金

（

）

汽
力

を

特
別
修
繕

同
上

引
当
金

（

）

風
力

」

「

特
別
修
繕

同
上

に
改

引
当
金

（

）

汽
力

」

め
、
別
表
第
一
の
４
の
表
中
「

」
を
削
り
、

風
力

、

「

修
繕
引
当

同
上

金
汽

（）

力

を

修
繕
引
当

同
上

金
風

（）

力

」

「

修
繕
引
当

同
上

（

に
改

金
汽

）

力

」

め
、
別
表
第
一
の
９
の
表
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、

１
万
円

３
万
円

風
力

、

「

風
力
発
電

水
力
発
電
費
に
準

「

」

費
じ
て
整
理
す
る
。

を

太
陽
光
発

同
上

電
費

」

「
太
陽
光
発

水
力
発
電
費
に
準

「

」

に
改

電
費

じ
て
整
理
す
る
。

」

め
る
。

別
表
第
五
を
削
り
、
別
表
第
六
を
別
表
第
五
と
し
、
別
表
第
七
を
別
表
第
六
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
十
号
の
二
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

債
権
管
理
簿

未
調
定
債
権
管
理
簿

別
記
様
式
第
四
十
三
号
及
び
別
記
様
式
第
四
十
四
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め

駐
車
場

施
設
管
理
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る
。別

記
様
式
第
七
十
七
号
中

「

を

５
事
故
発
見
の
契
機

」

「

違
反
し
た
法
令

５
及

び
条

項

に
、

６
事
故
発
見
の
契
機

」

「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

６
７

７
そ
の
他
必
要
な
事
項

８
そ
の
他
必
要
な
事
項

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

８
９

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
営
企
業
訓
令

■
群
馬
県
公
営
企
業
訓
令
甲
第
一
号

県

庁

地
域
機
関

群
馬
県
企
業
局
の
資
産
単
位
物
品
表
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
企
業
管
理
者

関

勤

群
馬
県
企
業
局
の
資
産
単
位
物
品
表
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
企
業
局
の
資
産
単
位
物
品
表
（
昭
和
四
十
二
年
群
馬
県
公
営
企
業
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
３
の
表
を
削
り
、
別
表
の
４
の
表
を
別
表
の
３
の
表
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

病
院
管
理
規
程

■群
馬
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
一
号

群
馬
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
十
二
条
第
二
項
の
表
中

「

共
済
費

支
出
負
担
決
議
伺
兼
支
出
票

を
」

「

共
済
費

支
出
負
担
決
議
伺
兼
支
出
票

に
改
め
る
。

給
食
の
食
材
購
入
費
（
食
材
費
）

」

第
五
十
四
条
第
三
項
第
四
号
中
「
需
要
費
」
を
「
需
用
費
」
に
改
め
る
。

第
八
十
条
た
だ
し
書
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
四
半

期
分
の
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
四
号
に
掲
げ
る
経
費
で
常
時
必
要
と
す
る
も
の
の
う
ち
管
理
者

が
特
に
必
要
と
認
め
た
経
費
は
一
月
分
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
）

四
半
期
分
の
予
定

額
」
を
「
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
社
会
参
加
費

四
半
期
分
の
予
定
額
」
を
「
社
会
参
加

費
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
災
害
等
緊
急
経
費

一
月
分
の
金
額
」
を
「
災
害
等
緊
急
経
費
」

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
経
費

一
月
分
の
金
額
」
を
「
経
費
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
を
削
る
。

第
八
十
一
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第

一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
金
前
渡
職
員
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
経
費
で
常
時
必
要
と

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
お
い

て
支
出
命
令
者
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ

い
て
、
別
に
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

前
条
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

当
該
年
度
終
了
後
十
日
以
内

二

前
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
（
次
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
四
半
期
終
了
後
十
日
以
内

三

前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
が
特
に
必
要
と
認
め
た
も
の

当
該
月
終
了
後
十
日

以
内

第
八
十
二
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

保
険
料

第
百
六
十
一
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
、
第
六
号
又
は
第
七
号
」
を
「
政
令

第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
五
号
、
第
八
号
若
し
く
は
第
九
号
又
は
特
例
政
令
第
十
条
第
十
項
」

に
、
「
第
十
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
四

十
八
条
第
一
項
第
六
号
又
は
第
七
号
」
を
「
政
令
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
八
号
又
は
第
九

号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 （第８号）平成３１年３月２９日（金） 群 馬 県 報
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群
馬
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
二
号

群
馬
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
病
院
業
務
の
運
営
上
、
前
二
項
の
勤
務
時
間
に
よ
り
難
い
場

合
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、
業
務
に
支
障
の
な
い
よ
う
病
院
の
長
（
以
下
「
院
長
」
と
い

う
。
）
が
定
め
る
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
病
院
業
務
の
運
営
上
、
同
項
の
休
憩
時
間
に
よ
り
難
い
場
合
の

休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
一
時
間
と
し
、
業
務
に
支
障
の
な
い
よ
う
所
定
の
勤
務
時
間
の
途
中
に

院
長
が
定
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
病
院
の
長
（
以
下
「
院
長
」
と
い
う
。
）
」
を
「
院
長
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
職
員
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

所
属
長
は
、
年
次
有
給
休
暇
が
十
日
以
上
与
え
ら
れ
た
職
員
に
対
し
て
は
、
年
次
有
給
休
暇
を

与
え
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
当
該
職
員
の
有
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
五
日
に
つ
い

て
、
当
該
職
員
の
意
見
を
聴
取
し
、
そ
の
意
見
を
尊
重
し
た
上
で
、
あ
ら
か
じ
め
時
季
を
定
め
て

取
得
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
年
次
有
給
休
暇
を
自
ら
請
求
し
、
取
得
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
得
し
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
（
当
該
日
数
が
五
日
を
超
え
る
場
合

に
は
、
五
日
と
す
る
。
）
分
に
つ
い
て
は
、
時
季
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
要

し
な
い
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
三
号

群
馬
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
及
び
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
連
携
室
」
を
、

「
薬
剤
課
」
の
下
に
「
を
置
き
、
が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
相
談
支
援
課
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
が
ん
セ
ン
タ
ー
が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
及
び
が
ん
ゲ
ノ
ム
医

療
連
携
室
」
を
加
え
、
同
項
の
表
が
ん
セ
ン
タ
ー
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
連

一

が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
中
核
拠
点
病
院
等
と
の
連
携
に
関
す
る
こ

携
室

と
。

二

が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
に
係
る
職
員
へ
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
第
五
項
中
「
麻
酔
科
部
長
」
を
「
第
四
内
科
部
長
及
び
麻
酔
科
部
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
四
号

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
九
十
五
」
を
「
百
分
の
九
十
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百

十
五
」
を
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
四
十
七
・
五
」
を
「
百
分

の
四
十
五
」
に
、
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
五
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 （第８号）平成３１年３月２９日（金） 群 馬 県 報



7

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111

号 外 （第８号）平成３１年３月２９日（金） 群 馬 県 報


